
 

小田原市監査委員公表第１号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５０号の監査結果に基づき小田原市足柄財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目

的として設置されたものであるた

め、主要な財産である山林の施業履

歴の情報なども併せて財産台帳によ

り一体的に管理するべき旨、過去２

年の定期監査において指摘したとこ

ろ、財産管理者としては別途施業台

帳を整備し、財産台帳に関連付けて

管理するとのことであった。その台

帳の整備であることからすれば、施

業した時期・場所・面積・内容等、

山林という財産を適切に管理するた

めに必要と考えられる情報をしっか

り記載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 



 

２  財産台帳において、南足柄市外二

カ市町組合及び南足柄市外四カ市町

組合に係る共有地分の所有財産につ

いて適切に把握されていると判断す

るに足る基礎が依然として得られて

いない。 

所管課によれば、当該組合に係る

共有地の登記簿を取り寄せて現在確

認を行っているとのことなので、該

当する土地の疑義について速やかに

解消し、所有財産を明確にする必要

がある。 

 当該組合との共有地については南

足柄市の名寄帳が整理されていない

ため、登記簿謄本を取得し、疑義が

指摘されていた土地について調査を

行い、別紙のとおり整理しました。 

（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第２号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５１号の監査結果に基づき小田原市大窪財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目

的として設置されたものであるた

め、主要な財産である山林の施業履

歴の情報なども併せて財産台帳によ

り一体的に管理するべき旨、過去２

年の定期監査において指摘したとこ

ろ、財産管理者としては別途施業台

帳を整備し、財産台帳に関連付けて

管理するとのことであった。その台

帳の整備であることからすれば、施

業した時期・場所・面積・内容等、

山林という財産を適切に管理するた

めに必要と考えられる情報をしっか

り記載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第３号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５２号の監査結果に基づき小田原市早川財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目

的として設置されたものであるた

め、主要な財産である山林の施業履

歴の情報なども併せて財産台帳によ

り一体的に管理するべき旨、過去２

年の定期監査において指摘したとこ

ろ、財産管理者としては別途施業台

帳を整備し、財産台帳に関連付けて

管理するとのことであった。その台

帳の整備であることからすれば、施

業した時期・場所・面積・内容等、

山林という財産を適切に管理するた

めに必要と考えられる情報をしっか

り記載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第４号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５３号の監査結果に基づき小田原市下府中財産区

財産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  分収造林地内の収益等の分収金の

算出にあたり、収入にあっては、売

払代価に２２５，５７４円の漏れが

あ っ た ほ か 補 助 金 収 入 

３，８０１，０００円を算入してお

らず、また、収入から差引くべき伐

採運搬等の費用７，３５６，８９１

円を差し引いていない結果、分収金 

を９９９，０９５円過払いしていた。

分収金の算出・支払は、分収造林契 

約書に基づき正確に行う必要がある。

 分収金について正しく算定し直し、

過払い分を令和５年２月１０日まで

に納入するよう小田原市外二ヶ市町

組合へ請求いたしました。 

２  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目 

的として設置されたものであるため、

主要な財産である山林の施業履歴の 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 



 

 情報なども併せて財産台帳により一

体的に管理するべき旨、過去２年の

定期監査において指摘したところ、

財産管理者としては別途施業台帳を

整備し、財産台帳に関連付けて管理

するとのことであった。その台帳の

整備であることからすれば、施業し

た時期・場所・面積・内容等、山林

という財産を適切に管理するために

必要と考えられる情報をしっかり記

載するべきである。 

 

 



 

小田原市監査委員公表第５号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５４号の監査結果に基づき小田原市桜井財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  財産台帳において、南足柄市外二

カ市町組合、南足柄市外四カ市町組

合及び南足柄市外五カ市町組合に係

る共有地分の所有財産について適切

に把握されていると判断するに足る

基礎が依然として得られていない。 

所管課によれば、当該組合に係る

共有地の登記簿を取り寄せて現在確

認を行っているとのことなので、該

当する土地の疑義について速やかに

解消し、所有財産を明確にする必要

がある。 

 当該組合との共有地については南

足柄市の名寄帳が整理されていない

ため、登記簿謄本を取得し、疑義が

指摘されていた土地について調査を

行い、別紙のとおり整理しました。 

（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第６号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５５号の監査結果に基づき小田原市豊川財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目 

的として設置されたものであるため、

主要な財産である山林の施業履歴の

情報なども併せて財産台帳により一

体的に管理するべき旨、過去２年の

定期監査において指摘したところ、

財産管理者としては別途施業台帳を

整備し、財産台帳に関連付けて管理

するとのことであった。その台帳の

整備であることからすれば、施業し

た時期・場所・面積・内容等、山林

という財産を適切に管理するために

必要と考えられる情報をしっかり記

載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 



 

２  財産台帳において、南足柄市外四

カ市町組合に係る共有地分の所有財

産について適切に把握されていると

判断するに足る基礎が依然として得

られていない。 

所管課によれば、当該組合に係る

共有地の登記簿を取り寄せて現在確

認を行っているとのことなので、該

当する土地の疑義について速やかに

解消し、所有財産を明確にする必要

がある。 

 当該組合との共有地については南

足柄市の名寄帳が整理されていない

ため、登記簿謄本を取得し、疑義が

指摘されていた土地について調査を

行い、別紙のとおり整理しました。 

（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第７号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５６号の監査結果に基づき小田原市上府中財産区

財産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目 

的として設置されたものであるため、

主要な財産である山林の施業履歴の

情報なども併せて財産台帳により一

体的に管理するべき旨、過去２年の

定期監査において指摘したところ、

財産管理者としては別途施業台帳を

整備し、財産台帳に関連付けて管理

するとのことであった。その台帳の

整備であることからすれば、施業し

た時期・場所・面積・内容等、山林

という財産を適切に管理するために

必要と考えられる情報をしっかり記

載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 

 



 

小田原市監査委員公表第８号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５８号の監査結果に基づき小田原市片浦財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  令和３年度予算の補正について、

当該年度が終了した令和４年５月 

１８日に開催された財産区議会で議

決を得て行っていた。予算の補正は

当該会計年度内に行わなければなら

ない。 

 今後、予算の補正は当該会計年度

内に行います。 

２  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目 

的として設置されたものであるため、

主要な財産である山林の施業履歴の

情報なども併せて財産台帳により一

体的に管理するべき旨、過去２年の

定期監査において指摘したところ、

財産管理者としては別途施業台帳を

整備し、財産台帳に関連付けて管理 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 



 

 するとのことであった。その台帳の

整備であることからすれば、施業し

た時期・場所・面積・内容等、山林

という財産を適切に管理するために

必要と考えられる情報をしっかり記

載するべきである。 

 

３  自治会連合会に交付した補助金に

ついて、実績報告書の提出を令和４

年８月に受け、その後に額の確定を

して精算していた。 

財産区の権能上、財産区による補

助金交付は、財産の維持管理上必要

なものに限られており、従来から決

算審査や定期監査で言及してきたよ

うに、補助金のあり方自体の検討が

必要なところであるが、上述した自

治会連合会への補助金が地方自治法

の補助金として交付されている以上

は、地方自治法及び小田原市補助金

の交付等に関する規則等に基づいて

適正に執行する必要がある。 

 今後は、小田原市片浦財産区に係

る補助金交付要綱に基づき、補助金

対象事業等終了後一ヶ月以内に実績

報告書を提出するよう、申請者であ

る片浦地区自治会連合会長に依頼し

ました。 

 



 

小田原市監査委員公表第９号 

 令和４年１０月２６日付け監査第１５９号の監査結果に基づき小田原市曽我財産区財

産管理者が講じた措置について通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定により、当該措置の内容を次のとおり公表する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月２７日 

 

小田原市監査委員 数 馬  勝       

小田原市監査委員 近 藤 正 道       

小田原市監査委員 楊  隆 子       

 

番号 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１  施業管理台帳として提出された書

面に具体的な施業履歴が記載されて

いなかった。 

 財産区は財産を管理することを目 

的として設置されたものであるため、

主要な財産である山林の施業履歴の

情報なども併せて財産台帳により一

体的に管理するべき旨、過去２年の

定期監査において指摘したところ、

財産管理者としては別途施業台帳を

整備し、財産台帳に関連付けて管理

するとのことであった。その台帳の

整備であることからすれば、施業し

た時期・場所・面積・内容等、山林

という財産を適切に管理するために

必要と考えられる情報をしっかり記

載するべきである。 

 施業場所、時期、面積、内容等を

記載した施業管理台帳を別紙のとお

り作成しました。（別紙略） 



 

２  財産台帳において、南足柄市外二

カ市町組合に係る共有地分の所有財

産について適切に把握されていると

判断するに足る基礎が依然として得

られていない。 

所管課によれば、当該組合に係る

共有地の登記簿を取り寄せて現在確

認を行っているとのことなので、該

当する土地の疑義について速やかに

解消し、所有財産を明確にする必要

がある。 

 当該組合との共有地については南

足柄市の名寄帳が整理されていない

ため、登記簿謄本を取得し、疑義が

指摘されていた土地について調査を

行い、別紙のとおり整理しました。 

（別紙略） 

 


